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日
本
書
紀
古
訓
「
イ
ロ
」
に
関
し
て

―

兄
弟
姉
妹
の
例
を
中
心
に―

金

紋

敬

一　

は
じ
め
に

血
縁
関
係
を
表
す
語
の
中
に
、
同
母
関
係
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
る
「
イ
ロ
」
が
あ
る
が
、
そ
の
例
と
し
て
『
古
事
記
』
に
音
仮
名

表
記
の
十
例
と
訓
字
表
記
の
一
例
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
例
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。

神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
自
レ
伊
下
五

字
以
レ
音
。
与
其
伊
呂
兄
五
瀬
命
上
伊
呂
二

字
以
レ
音
。二
柱
、
坐　
二
高
千
穂
宮　
一
而
議
云
、
…
（
記
中
巻
・
神
武
天
皇
）

次
、
山
代
之
大
箇
木
真
若
王
、
娶　
二
同
母
弟
伊
理
泥
王
之
女
、
丹
波
能
阿
治
佐
波
毘
売　
一
、
生
子
、
迦
邇
米
雷
王
。
迦
邇
米
三

字
以
レ
音
。（
記
中

巻
・
開
化
天
皇
）

こ
れ
ら
の
例
に
つ
い
て
犬
飼
隆
（
一
九
八
九

）
（
（

）
は
、

ま
ず
、「
伊
呂
」
の
表
示
は
、
す
べ
て
事
件
の
記
述
中
に
位
置
す
る
。
…
こ
う
し
て
み
る
と
、「
伊
呂
」
は
、
す
べ
て
、
同
母
の
兄
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弟
姉
妹
の
協
同
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
権
勢
を
明
示
・
強
調
す
る
機
能
を
は
た
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
・
下
巻
の
記
述
に
お
い

て
は
、
皇
位
継
承
の
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
十
ヵ
所
の
「
伊
呂
」
は
、
接
頭
辞
「
い
ろ
」
の
訓
み
添
え
の
た
め

で
は
な
く
、
同
母
関
係
の
喚
起
を
通
し
て
文
脈
の
趣
旨
を
明
示
す
る
一
種
の
注
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
同
母
」
の
表
示
は
「
伊
呂
」
と
異
な
り
、
系
譜
中
に
位
置
す
る
。
…
以
上
に
よ
れ
ば
、「
伊
呂
」
は
同
母
の
兄
弟
姉
妹

の
協
同
関
係
を
こ
と
さ
ら
に
明
示
す
る
と
き
、「
同
母
」
は
通
常
の
同
母
関
係
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
き
、「
庶
」
は
通
常
の
異
母

関
係
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
き
、
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
伊
呂
」
と
い
う
表
記
と
「
同
母
」
と
い
う
表
記
が
『
古
事
記
』
の
中
で
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ロ
」
は
『
日
本
書
紀
』
に
古
訓
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、『
古
事
記
』
の
場
合
と
は
そ
の
様
子
が
少
々
異
な
る
。

も
ち
ろ
ん
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
同
母
～
」
や
「
母
～
」
と
い
う
訓
字
表
記
と
「
イ
ロ
」
と
い
う
古
訓
が
あ
り
、『
古
事
記
』
と
表
記

自
体
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
両
者
を
単
純
比
較
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
古
訓
「
イ
ロ
」
は
そ
の
用
例
が
圧
倒
的
に
多
く
検

討
し
て
み
る
価
値
は
十
分
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
古
訓
「
イ
ロ
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
し
て
お
り
、
古
写
本
の
中
で
ど

の
よ
う
な
変
化
を
し
て
い
く
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
、「
同
母
」
や
「
母
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二　
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
漢
字
表
記

そ
こ
で
、
古
訓
「
イ
ロ
」
が
兄
弟
姉
妹
を
表
す
例

）
（
（

を
七
つ
の
古
写
本
を
対
象
に
し
て
考
察
し

）
3
（

、
得
た
結
果
を
そ
の
漢
字
が
同
母
か
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異
母
か
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
み
た

）
4
（

。

同
母
の
場
合　

…　

同
母
兄
・
同
母
弟
・
同
母
妹
／
母
弟
／
異
父
兄
（
（
（

／
長
・
小
（
（
（

異
母
の
場
合　

…　

異
母
兄
・
異
母
弟
・
庶
兄
・
庶
弟

同
母
か
異
母
の
場
合　

…　

兄
・
姉
・
弟
・
妹

こ
れ
に
よ
る
と
、異
母
関
係
の
場
合
を
別
に
し
て
、同
母
関
係
を
表
す
訓
字
表
記
で
あ
る
「
同
母
～
」
と
「
母
～
」
に
付
さ
れ
た
「
イ
ロ
」

は
す
べ
て
同
母
関
係
を
表
す
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
漢
字
に
付
さ
れ
た
「
イ
ロ
」
は
同
母
関
係
で
あ
る
場
合
と
異
母

関
係
で
あ
る
場
合
、
も
し
く
は
同
母
・
異
母
関
係
が
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
イ
ロ
」
が
確
実
に
同
母
関
係
で

は
な
い
場
合
で
も
付
さ
れ
て
お
り
、「
イ
ロ
」
の
同
母
関
係
と
い
う
意
味
が
各
写
本
の
段
階
で
は
か
な
り
薄
く
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

ま
ず
、
そ
の
代
表
的
な
用
例
を
挙
げ
る
。
用
例
①
②
は
同
母
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
訓
字
表
記
の
例
で
あ
る
。
用
例
③
④
は
記
事
内
容

に
よ
っ
て
同
母
関
係
か
異
母
関
係
か
が
判
断
で
き
る
例
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
用
例
③
は
同
母
関
係
、
用
例
④
は
異
母
関
係
で
あ
る
。

①
同
母
妹
《
オ
ナ
シ
ハ
ラ
ノ
イ
ロ
メ
（
前
）》《
オ
ナ
シ
ハ
ラ
イ
ロ
ト
（
北
四
）》《
オ
ナ
シ
ハ
ラ
ノ
イ
ロ
ト
（
右
）》

時
太
子
菟
道
稚
郎
子
譲　
二
位
于
大
鷦
鷯
尊　
一
、
未　
二
即
帝
位　
一
。
…
乃
進　
二
同
母
妹
八
田
皇
女　
一
曰
、
…
（
巻
十
一
・
仁
徳
即
位
前
紀
）

②
母
弟
《
ハ
ラ
カ
ラ
ノ
イ
ロ
ト
（
北
三
）》

七
年
春
二
月
丙
寅
朔
丁
卯
、
立　
二
欝
色
謎
命　
一
為　
二
皇
后　
一
。
后
生　
二
二
男
一
女　
一
。
第
一
曰　
二
大
彦
命　
一
、
第
二
曰　
二
稚
日
本
根
子

彦
大
日
日
天
皇　
一
、
第
三
曰　
二
倭
迹
迹
姫
命　
一
。
一
云
、
天
皇
母
弟

少
彦
男
心
命
也
。

（
巻
四
・
孝
元
紀
七
年
二
月
）
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③
弟
《
イ
ロ
ト
（
図
・
右
）》《
イ
ロ
ト
ノ
（
北
）》

於　
レ
是
瑞
歯
別
皇
子
知　
二
太
子
不
在　
一
、
尋
之
追
詣
。
然
太
子
疑　
二
弟
王
之
心　
一
而
不　
レ
喚
。（
巻
十
二
・
履
中
即
位
前
紀
）

④
兄
《
イ
ロ
ネ
ノ
（
前
）》《
イ
ロ
エ
（
北
四
・
右
）》

時
太
子
菟
道
稚
郎
子
譲　
二
位
于
大
鷦
鷯
尊　
一
、
未　
二
即
帝
位　
一
。
…
太
子
曰
、
我
知　
レ
不　
レ
可　
レ
奪　
二
兄
王
之
志　
一
。（
巻
十
一
・
仁
徳

即
位
前
紀
）

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
イ
ロ
」
の
語
義
は
い
か
な
る
も
の
で
、
写
本
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
。
漢

字
表
記
を
写
本
別
に
分
類
を
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
次
の
〈
表
１
〉
で
あ
る
。

〈
表
１
〉
を
み
る
と
、
用
例
数
の
少
な
い
岩
崎
本
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
点
と
道
祥
本
・
春
瑜
本
を
除
け
ば
明
ら
か
に
同
母
関
係
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
「
同
母
～
」
と
「
母
～
」
や
、
記
事
内
容
を
読
ま
な
い
と
同
母
で
あ
る
か
ど
う
か
が
不
明
な
「
兄
」「
弟
」
な
ど
が
、
す
べ

て
の
写
本
で
共
通
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
結
果
だ
け
で
は
、「
イ
ロ
」
の
意
味
が
同
母
関
係
な
の
か
ど
う
か

確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、少
な
く
と
も
用
例
①
な
ど
の
よ
う
に
「
同
母
～
」
の
語
が
二
十
五
例
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
イ

ロ
」
と
同
母
関
係
と
の
関
連
性
は
類
推
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
調
査
対
象
の
全
体
の
写
本
の
中
で
「
同
母
～
」
と
い
う
表
記

の
用
例
十
一
例
（
異
な
り
語
数
）
の
全
用
例
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

一
方
、
同
じ
同
母
関
係
を
表
す
「
母
～
」
の
場
合
は
「
イ
ロ
」
の
例
は
二
例
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
イ
ロ
」
は
同
母
関
係
を

表
す
訓
字
表
記
（「
同
母
～
」
と
「
母
～
」）
の
中
で
は
、「
同
母
～
」
の
例
に
集
中
し
て
現
れ
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
の
「
同
母
～
」

と
「
母
～
」
は
同
じ
同
母
関
係
で
も
、
実
際
表
し
て
い
る
こ
と
は
異
な
る
可
能
性
が
高
い
。
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計
漢字表記

写本 計
漢字表記

写本庶
弟
庶
兄
異
母
弟

異
母
兄

小 長
異
父
兄
母
弟
同
母
妹

同
母
弟

同
母
兄

岩Ａ 岩Ａ
岩Ｂ 岩Ｂ
前 （ （ 前
図 4 （ （ 図

（ （ 北一鎌 （ （ （ 北一鎌
北二鎌 （ （ 北二鎌
北一南 北一南
北二南 北二南
北三 9 （ （ （ （ 3 （ 北三
道 道
春 春
岩Ｃ 岩Ｃ
北四 （ （ 北四

4 （ （ （ （ 右 （（ （ （ 3 7 右
5 （ （ （ （ 計 30 （ （ （ （ （0 （4 （ 計

〈表１〉「イロ」の漢字表記の写本別内訳

計
漢字表記

写本某
辺
某
弟
某
姉
某
兄 妹 弟 姉 兄

（ （ 岩Ａ
（ （ 岩Ｂ
7 4 3 前
（9 4 （0 （ 4 図
4 （ （ （ 北一鎌

北二鎌
北一南
北二南

90 （ （ （ （（ 40 3 3（ 北三
（ （ 道
（ （ 春
（ （ 岩Ｃ
9 3 4 （ 北四
63 （ （ （ （0 （8 3 （9 右
（00 3 （ （ （ 35 88 7 63 計
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α
群　

…
「
同
母
～
」
４
例
／
「
母
～
」
２
例
（
百
済
関
連
記
事
）

β
群　

…
「
同
母
～
」
７
例
／
「
母
～
」
５
例

森
博
達
氏

）
7
（

の
区
分
に
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、β
群
で
は
「
同
母
～
」
と
「
母
～
」
の
両
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、α
群
で
は
「
百

済
関
連
記
事
」
を
除
け
ば
「
同
母
～
」
の
み
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
「
イ
ロ
」
が
「
同
母
～
」
に
集
中
的
に
見
え
る
こ
と
と
共
に

捉
え
る
と
、「
イ
ロ
」
が
単
純
に
同
母
関
係
の
み
を
表
す
語
彙
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
上
、
そ

の
詳
し
い
検
討
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、〈
表
１
〉
を
み
る
と
、
全
体
的
に
は
写
本
の
時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
、「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
漢
字
表
記
の
種
類
が
多
く
な

る
）
8
（

。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
一
例
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
北
野
本
第
三
種
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑤
長
《
イ
ロ
ネ
ヲ
（
北
三
）》
／
小
《
イ
ロ
ト
ヲ
（
北
三
）》

　

長
曰　
二
神
前
皇
女　
一
、
…
小
曰　
二
馬
来
田
皇
女　
一
。（
巻
十
七
・
継
体
紀
元
年
三
月
）

そ
れ
か
ら
、北
野
本
第
四
種
は
そ
の
用
例
数
と
漢
字
表
記
の
種
類
が
逆
に
減
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、巻
三
・
六
・
十
一
の
み
が
残
っ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
全
体
の
傾
向
が
崩
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
異
母
関
係
を
表
す
漢
字
表
記
は
北
野
本
第
一
種
鎌
倉

期
点
に
も
見
え
る
が
、
も
っ
と
も
書
写
時
期
が
下
る
兼
右
本
で
は
用
例
が
増
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
以
下
の
用
例
⑦
の
よ
う
に
、
異
父

兄
弟
の
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
厳
密
に
い
う
と
、
異
父
兄
弟
は
同
母
関
係
と
も
い
え
る
が
、
元
々
は
父
親
が
異
な
る
こ
と
を
表

す
も
の
で
あ
り
、
母
親
が
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
同
母
関
係
や
異
母
関
係
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。「
イ
ロ
」
は
お
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そ
ら
く
同
母
か
異
母
か
に
お
け
る
同
母
関
係
を
表
す
の
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
用
例
は
他
の
用
例

と
は
別
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。
異
父
兄
弟
の
例
は
、
訓
が
逐
一
に
付
さ
れ
て
い
る
北
野
本
第
三
種
で
は
見
ら
れ
ず
、
兼
右
本
に
の
み
見

ら
れ
る
。
ま
た
、「
異
母
～
」「
庶
～
」
の
よ
う
な
明
ら
か
に
異
母
関
係
の
場
合
で
も
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
の
は
、「
イ
ロ
」
が
同
母

関
係
を
表
す
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

⑥
異
母
兄
《
ハ
ラ
コ
ト
イ
ロ
ネ
（
北
一
鎌
・
右
）》

　

僕
之
異
母
兄
麻
呂
、
伺　
三
皇
太
子
遊　
二
於
海
浜　
一
、
而
将　
レ
害
之
。（
巻
二
十
五
・
孝
徳
紀
大
化
五
年
三
月
）

⑦
異
父
兄
《
コ
ト
イ
ロ
ネ
（
右
）》

　

是
時
吉
備
稚
媛
、
磐
城
皇
子
異
父
兄
兄
君
、
城
丘
前
来
目
闕　レ

名
、
随　
二
星
川
皇
子　
一

被　
二
燔
殺　
一
焉
。（
巻
十
五
・
清
寧
即
位
前
紀
）

以
上
、
日
本
書
紀
古
訓
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
兄
弟
姉
妹
関
係
を
表
す
漢
字
表
記
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、「
イ
ロ
」
は

同
母
関
係
を
表
す
「
同
母
～
」
に
は
必
ず
付
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
同
母
～
」
と
「
母
～
」
は
同
じ
同
母

関
係
で
も
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
区
分
論
の
面
か
ら
の
差
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、「
イ
ロ
」
が
表
す
語
彙
の
種
類
が
全
体
的
に
写
本

の
時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
多
様
に
な
り
、
ま
た
兼
右
本
に
な
る
と
異
母
兄
弟
の
み
な
ら
ず
異
父
兄
弟
に
ま
で
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
「
イ
ロ
」
に
同
母
の
意
味
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

三　

記
事
内
容
の
検
討

「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
語
が
同
母
兄
弟
か
異
母
兄
弟
か
を
判
断
し
、写
本
別
に
分
類
し
、次
の
〈
表
２
〉
に
ま
と
め
た
。
こ
こ
で
の
「
兄
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弟
」
の
項
目
は
一
般
的
な
兄
弟
関
係
を
い
う
が
、
国
同
士
の
友
好
関
係
も
含
め
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
例
を
「
兄
弟
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

〈
表
２
〉
に
よ
る
と
、
ま
ず
書
写
年
代
の
最
も
古
い
岩
崎
本
Ａ
・
Ｂ

点
の
四
例
は
（
異
な
り
語
数
二
例
）、
同
母
か
異
母
か
不
明
な
場
合
が

一
例
、「
兄
弟
」
の
場
合
が
一
例
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
母
関
係
が

明
確
な
例
で
は
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
例
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。
用

例
⑧
は
新
羅
の
風
習
を
説
明
し
て
い
る
記
事
の
中
で
同
母
兄
弟
か
異

母
兄
弟
か
の
判
断
の
要
ら
な
い
「
兄
弟
」
の
意
味
に
当
る
語
で
あ
る
。

そ
し
て
、
用
例
は
省
略
す
る
が
、
も
う
一
つ
の
例
は
そ
の
同
母
関
係

が
確
認
で
き
な
い
例
に
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例

を
み
る
と
、
平
安
時
代
の
写
本
で
あ
る
岩
崎
本
（
Ａ
・
Ｂ
点
）
の
段

階
で
「
イ
ロ
」
の
意
味
が
同
母
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
ほ
ぼ
薄

い
と
い
え
よ
う
。

⑧
妹
《
イ
ロ
ト
（
岩
Ａ
・
Ｂ
・
右
）》

凡
百
済
・
新
羅
風
俗
、
有　
二
死
亡
者　
一
、
雖　
二
父
母
・
兄
弟
・
夫
婦
・
姉
妹　
一
、
永
不　
二
自
看　
一
。
以　
レ
此
而
観
、
無　
レ
慈
之
甚
、
豈

別　
二
禽
獣　
一
。（
巻
二
十
四
・
皇
極
紀
元
年
五
月
）

計人
名

「
兄
弟
」

「
不
明
」

異
母
同
母

写
本

（ （ （ 岩Ａ
（ （ （ 岩Ｂ
8 （ 5 （ 前
（3 5 （ （7 図
7 （ （ 3 北一鎌
（ （ 北二鎌

北一南
北二南

99 （8 4 40 7 30 北三
（ （ 道
（ （ 春
（ （ 岩Ｃ
（0 （ 4 4 北四
79 4 （0 （7 （5 33 右
（35 （（ （6 7（ 34 9（ 計

〈表２〉「イロ」が付される語の同母・異母関係
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と
こ
ろ
が
、
比
較
的
に
古
い
写
本
の
中
で
他
の
写
本
に
比
べ
て
、
前
田
本
で
は
異
母
兄
弟
の
例
が
同
母
兄
弟
の
例
よ
り
多
く
見
ら
れ

る
。
そ
の
異
母
関
係
を
表
す
五
例
の
う
ち
、
四
例
が
次
の
よ
う
な
例
で
、
太
子
の
譲
位
の
記
事
に
見
ら
れ
る
。

⑨
弟
《
イ
ロ
ト
（
前
・
北
四
・
右
）》

時
太
子
菟
道
稚
郎
子
譲　
二
位
于
大
鷦
鷯
尊　
一
、
未　
二
即
帝
位　
一
。
…
仍
諮　
二
大
鷦
鷯
尊　
一
、
…
今
我
也
弟
之
、
且
文
献
不　
レ
足
。（
巻

十
一
・
仁
徳
紀
即
位
前
紀
）

太
子
と
後
の
仁
徳
天
皇
と
の
関
係
で
あ
る
の
で
、
異
母
兄
弟
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
イ
ロ
」
が
付

さ
れ
て
い
る
の
は
、
通
常
前
田
本
と
訓
法
が
近
い
と
い
わ
れ
て
い
る
図
書
寮
本
の
傾
向
と
は
異
な
る
。
こ
の
こ
と
は
石
塚
（
一
九
八

四
）
9
（

）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
関
連
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

図
書
寮
本
と
前
田
本
と
が
極
め
て
近
い
間
柄
に
あ
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
を
り
、
中
に
は
「
図
書
寮
本
の
訓
が
前
田
家
本
を

全
く
そ
の
ま
ゝ
に
受
継
い
だ
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
両
本
が
共
に
存
す
る
巻
第
十
四
と
巻
第
十
七

と
を
徹
底
比
較
し
て
両
本
の
相
互
関
係
を
見
て
み
る
と
、
特
に
訓
点
の
相
違
に
は
一
定
の
傾
向
が
有
り
、
声
点
の
質
量
共
に
異
り
、

右
の
指
摘
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
…
図
書
寮
本
と
前
田
本
と
の
訓
点
は
近
い
間
柄
に
あ
る
が
、
図
書
寮
本
が
前
田
本
を
全
く
其

の
ま
ま
に
受
継
い
だ
も
の
で
は
な
い
。
前
田
本
の
訓
点
に
は
、
図
書
寮
本
に
は
無
い
新
し
い
仮
名
字
体
群
・
線
点
鈎
点
の
ヲ
コ
ト

点
・
辞
書
的
註
記
等
が
存
し
、
図
書
寮
本
に
無
い
要
素
が
加
つ
て
ゐ
る
（
但
し
前
田
本
の
訓
点
は
図
書
寮
本
の
訓
点
よ
り
古
い
要

素
を
有
つ
）。
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た
だ
し
、「
イ
ロ
」
に
関
し
て
は
前
田
本
と
図
書
寮
本
が
共
通
す
る
箇
所
は
一
例
の
み
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
、
両
本
の
関
係
を
述
べ

る
こ
と
は
難
し
い
。
共
通
す
る
一
例
を
参
考
ま
で
に
次
に
あ
げ
る
。

⑩
兄
《
イ
（
前
・
図
・
右
）》

元
年
春
三
月
庚
戌
朔
壬
子
、
立　
二
草
香
幡
梭
姫
皇
女　
一
為　
二
皇
后　
一
。
更
名
橘

姫
。　

…
皇
后
避　
レ
床
而
対
曰
、
此
玉
縵
者
昔
妾
兄
大
草
香
皇

子
奉　
二
穴
穂
天
皇
勅　
一
、
…
（
巻
十
四
・
雄
略
紀
十
四
年
四
月
）

ま
た
、
北
野
本
第
三
種
と
兼
右
本
は
、
書
写
年
代
が
古
い
写
本
に
比
べ
て
「
不
明
」
の
例
や
「
兄
弟
」、
人
名
の
例
が
か
な
り
多
い
が
、

こ
れ
は
両
写
本
と
も
他
の
写
本
と
は
異
な
っ
て
逐
一
に
訓
を
施
し
て
お
り
、
同
母
か
異
母
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
例
が
多
く
な
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
北
野
本
第
三
種
で
は
「
不
明
」
の
例
と
人
名
（「
某
兄
」「
兄
媛
」
な
ど
の
例
を
指
す
）
の
例
が
多
く
見
ら

れ
る
の
に
対
し
て
、
兼
右
本
で
「
不
明
」
と
「
兄
弟
」
の
例
が
多
い
な
ど
、
実
際
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
例
に
若
干
差
は
見
え
る
。『
日

本
書
紀
』
の
文
献
の
性
格
上
、「
イ
ロ
」
は
主
に
皇
族
の
家
族
関
係
を
述
べ
る
記
事
に
多
く
付
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
逐
一
に
訓

を
付
し
た
結
果
、
地
方
勢
力
及
び
反
抗
勢
力
な
ど
の
よ
う
な
「
不
明
」
の
場
合
や
、
国
同
士
の
友
好
関
係
（
以
下
の
〈
表
３
〉
の
「
豪

族
」
の
こ
と
を
指
す
）
な
ど
の
「
兄
弟
」
の
場
合
に
も
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
同
母
関
係
が
不
明
な
例
も
多
く
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
最
後
に
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
記
事
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
て
い
る
語
が
表
し
て
い
る
人
が
ど
の

よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
そ
の
身
分
に
よ
っ
て
分
類
し
ま
と
め
た
の
が
、
次
の
〈
表
３
〉
で
あ
る
。「
皇
族
」
に
は
天
皇
・
妃
・
皇
子
・

皇
女
等
を
含
め
、「
豪
族
」
に
は
皇
族
で
は
な
い
臣
下
の
階
級
の
人
と
反
抗
勢
力
を
入
れ
た
。
ま
た
、「
そ
の
他
」
に
は
朝
鮮
関
連
記
事
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や
法
令
等
で
友
好
関
係
・
親
族
関
係
を
表
す
語
と
人
名
な
ど
を
指
す
。

〈
表
３
〉
に
よ
る
と
、
前
田
本
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
皇
族
の
例
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
他
の
写
本
に
比
べ
て
異
母
兄
弟
の
例
の
割
合

が
高
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が
前
掲
し
た
用
例
⑨
の
よ
う
な
太

子
譲
位
の
例
で
あ
る

）
（（
（

。
こ
の
記
事
の
場
合
、
太
子
と
大
鷦
鷯
尊
の
関

係
は
異
母
兄
弟
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
イ
ロ
」
が
同
母
関
係
か
異
母
関
係
か

は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
も
、
皇
族
を
表
す
語
に
付
さ
れ
る
と
い
う
性

質
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
異
母
兄
弟
の

例
で
も
「
イ
ロ
」
が
用
い
ら
れ
た
例
が
集
中
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

前
述
し
た
通
り
、「
イ
ロ
」
の
全
体
の
用
例
の
約
七
割
が
皇
族
関
連
用
例
に
付
さ
れ
た
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
全
体
の

写
本
に
わ
た
っ
て
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
写
本
の
中
で
北
野
本
第
三
種
は
全
体
の
流
れ
と
は
大
き
く
外
れ
る
例
が
多
く

見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
次
の
よ
う
な
「
豪
族
」
の
例
が
か
な
り
多
く
確
認
で
き
る
。

⑪
弟
夷
守
《
イ
ロ
ヒ
ナ
モ
リ
（
北
三
）》

乃
遣　
二
兄
夷
守
・
弟
夷
守
二
人　
一
令　
レ
覩
。（
巻
七
・
景
行
紀
十
八
年
三
月
）

こ
の
よ
う
な
例
は
北
野
本
第
三
種
の
中
で
も
訓
が
逐
一
に
付
さ
れ
て
い
る
「
巻
四
・
五
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十
二
・
十
三
」
に
集

計
そ
の
他

「
豪
族
」

皇
族

写
本

（ （ （ 岩Ａ
（ （ （ 岩Ｂ
8 （ 7 前
（3 （ （（ 図
7 （ 5 北一鎌
（ （ 北二鎌

北一南
北二南

99 4 35 60 北三
（ （ 道
（ （ 春
（ （ 岩Ｃ
（0 （ 8 北四
79 （（ 9 59 右
（35 （7 55 （63 計

〈表３〉「イロ」が付される語が表す人物の身分
（（0）
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中
し
て
お
り
、
付
訓
態
度
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
語
彙
が
皇
族
と
関
連
が
な
く
て
も
全
体
的
に
訓
を
付

し
て
い
る
の
で
、
用
例
⑪
の
よ
う
な
例
が
多
く
な
る
の
は
至
当
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
理
由
で
人
名
の
例
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
用
例

は
省
略
す
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、「
イ
ロ
」
が
皇
族
に
主
に
付
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
「
イ
ロ
」
の
語
義
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
同
母
関
係
の
有
無
が
皇
族
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
節
で
「
イ
ロ
」
は
そ

の
同
母
関
係
と
い
う
意
味
が
殆
ど
な
く
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
実
は
『
日
本
書
紀
』
訓
読
の
中
で
は
形
骸
化
し
て
「
イ
ロ
」
が
使

い
続
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
最
初
に
あ
げ
た
用
例
①
の
よ
う
な
例
を
み
る
と
、
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。「
同
母
～
」

と
い
う
表
記
に
必
ず
「
～
イ
ロ
～
」
と
い
う
訓
が
付
さ
れ
る
こ
と
は
「
同
母
～
」
と
い
う
語
彙
の
訓
に
は
「
イ
ロ
～
」
が
用
い
ら
れ
る

べ
き
と
い
う
訓
の
形
態
だ
け
が
全
体
の
写
本
に
わ
た
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
意
味
が
「
イ

ロ
～
」
だ
け
で
は
表
せ
な
い
と
思
わ
れ
、「（
オ
ナ
シ
）
ハ
ラ
（
ノ
）
～
」
の
よ
う
な
余
分
な
修
飾
語
も
共
に
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
論
証
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ず
る
。
本
稿
で
は
古
訓
「
イ
ロ
」
は
同
母
の
意
味
を
表
す

こ
と
で
、
皇
族
の
系
譜
上
、
必
要
と
判
断
さ
れ
た
箇
所
に
優
先
的
に
用
い
ら
れ
た
訓
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
に
留
め
る
。

四　

お
わ
り
に

以
上
、「
イ
ロ
」
が
日
本
書
紀
古
訓
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
、
写
本
に
よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
に
つ
い

て
考
察
を
行
っ
た
。
古
訓
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
漢
字
を
調
べ
た
結
果
、
古
訓
「
イ
ロ
」
は
同
母
兄
弟
の
み
な
ら
ず
、
異
母
兄
弟
の
両

方
に
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
調
査
し
た
写
本
の
時
代
順
に
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
同
母
関
係
の
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場
合
は
、「
同
母
～
」
い
う
表
記
が
あ
る
が
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
は
区
別
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
同

母
～
」
に
は
ほ
と
ん
ど
「
イ
ロ
～
」
と
い
う
訓
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
お
そ
ら
く
「
イ
ロ
」
の
本
来
の
意
味
は
同
母
関

係
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
、
古
訓
「
イ
ロ
」
が
同
母
関
係
で
あ
る
か
、
異
母
関
係
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
写
本
別
に
み
る
と
、
同
母
関
係
の
例
が
よ
り

多
く
、
こ
れ
も
ま
た
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
異
母
関
係
の
例
が
増
え
て
来
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
主
に
北
野
本
第
三
種
と
兼
右
本

に
多
い
こ
と
が
分
か
る
が
、
北
野
本
第
三
種
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
逐
一
に
訓
が
付
さ
れ
る
巻
が
あ
り
、
兼
右
本
も
同
様
の
箇
所
が
多

い
こ
と
と
関
連
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
記
事
内
容
を
身
分
に
よ
っ
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
イ
ロ
～
」
が
付
さ
れ
た
用
例
の
ほ
ぼ
七
割

程
度
が
皇
族
の
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
イ
ロ
」
と
は
同
母
関
係
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
皇
族
の
親
族
関
係
を
表
す
の
が
、
も
と
も
と

の
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
前
田
本
等
で
、
異
母
関
係
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
イ
ロ
」
が
多
く
付
さ
れ
る
例
と

の
関
連
性
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、「
イ
ロ
」の
同
母
の
意
味
が
薄
れ
て
も
皇
族
の
兄
弟
関
係
を
表
す
語
に
付
さ
れ
る
訓
と
し
て「
イ

ロ
」
が
使
い
続
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
時
代
が
流
れ
る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
意
識
は
弱
ま
っ
て

も
、
形
骸
化
し
て
そ
の
姿
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）	

犬
飼　

隆
（
一
九
八
九
）「
古
事
記
の
接
頭
辞
「
い
ろ
」
に
つ
い
て
」『
古
事
記
年
報
』
三
十
二
、
一
二
八
～
一
三
二
頁

（
２
）	

「
イ
ロ
」
が
母
親
を
表
す
「
イ
ロ
ハ
」
の
例
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
。

（
３
）	

調
査
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
古
写
本
と
そ
の
残
存
巻
は
次
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
大
体
の
時
代
順
に
示
す
が
、
写
本
に
よ
っ
て
は
複
数

の
時
代
の
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
写
本
別
に
示
す
。
ま
た
、
北
野
本
の
細
部
時
代
区
分
は
石
塚
晴
通
（
一
九
九
五
）「
北
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野
本
日
本
書
紀
の
訓
點
」（『
築
島
裕
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
四
五
一
～
四
六
三
頁
）
に
よ
る
。

岩
崎
本	―

	

巻
二
十
二　

二
十
四
（
Ａ
点
（
平
安
中
期
末
点
）・
Ｂ
点
（
院
政
期
点
）・
Ｃ
点
（
室
町
時
代
宝
徳
三
年
及
び
文
明
六
年
点
））

前
田
本	―

	

巻
十
一　

十
四　

十
七　

二
十
（
院
政
期
点
）

図
書
寮
本	―

	

巻
十
二
～
十
七　

二
一
～
二
十
四
（
永
治
二
年
頃
点
）

北
野
本	―

	

第
一
種　

巻
二
十
二　

二
十
三　

二
十
四　

／　

二
十
五　

二
十
六　

二
十
七　

	　

第
二
種　

巻
二
十
八　

二
十
九　

三
十　

　
　
　
　
（
鎌
倉
初
期
点
と
南
北
朝
期
点
と
の
二
層
）

	　

第
三
種　

巻
一（
無
点
）　

四　

五　

七　

八　

九　

十　

十
二　

十
三　

十
五　

／　

十
七　

十
八　

十
九　

二
十　

二
十
一

　
　
　
　
（
南
北
朝
期
点
の
み
）

	　

第
四
種　

巻
三　

六　

十
一
（
兼
永
点
の
み
）

	　

第
五
種　

巻
十
六
（
無
点
）

道
祥
本	―

	

巻
十
七
（
応
永
三
十
四
年
点
）

春
瑜
本	―

	

巻
三
（
応
永
三
十
四
年
点
）

兼
右
本	―

	

巻
三
～
三
十
（
天
文
九
年
点
）

（
４
）	

本
稿
で
は
「
イ
ロ
」
が
兄
弟
の
意
味
を
指
す
場
合
の
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
で
、「
夫
人
（
イ
ロ
エ
）」
の
よ
う
な
例
を
除
く
。
ま
た
、「
某

兄
」「
某
姉
」「
某
弟
」「
某
辺
」「
兄
媛
」「
弟
媛
」
な
ど
の
よ
う
に
人
名
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
同
母
か
異
母
か
の
分
類
で
は
除
く
。
た
だ
し
、

〈
表
１
〉
で
は
、「
兄
媛
」
の
例
は
「
兄
」
の
項
目
に
、「
弟
媛
」
の
例
は
「
弟
」
の
項
目
に
含
む
。

（
５
）	

「
異
父
兄
」
は
父
が
異
な
る
こ
と
を
表
し
、
結
果
的
に
は
同
母
関
係
の
例
に
な
る
が
、
本
来
同
母
関
係
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
兼
右
本

の
一
例
の
み
で
あ
る
。

（
６
）	

そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
見
え
、
本
来
同
母
関
係
を
表
す
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
７
）		

森　

博
達
（
一
九
九
一
）『
古
代
の
音
韻
と
日
本
書
紀
の
成
立
』
大
修
館
書
店

森　

博
達
（
一
九
九
九
）『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』
中
公
新
書

　
　
　
　
α
群
（
中
国
人
に
よ
る
巻
）
…
巻
十
四
～
二
十
一
・
二
十
四
～
二
十
七
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β
群
（
日
本
人
に
よ
る
巻
）
…
巻
一
～
十
三
・
二
十
二
～
二
十
三
・
二
十
八
～
二
十
九

（
８
）	

岩
崎
本
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
点
や
道
祥
本
・
春
瑜
本
は
用
例
の
数
が
少
な
い
の
で
、
全
体
の
傾
向
は
分
か
ら
な
い
。
北
野
本
第
一
種
・
第
二
種
南

北
朝
期
点
の
例
が
一
例
も
な
い
の
は
、
北
野
本
第
一
種
・
第
二
種
南
北
朝
期
点
の
写
本
に
は
元
々
古
訓
が
あ
ま
り
付
さ
れ
て
い
な
い
巻
で
あ

る
上
に
、
鎌
倉
点
と
南
北
朝
点
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
９
）	
石
塚
晴
通
（
一
九
八
四
）『
圖
書
寮
本　

日
本
書
紀　

研
究
篇
』
汲
古
書
院

（
（0
）	

「
某
兄
」「
兄
媛
」
な
ど
の
よ
う
な
人
名
に
「
イ
ロ
」
が
付
さ
れ
る
例
も
含
む
。
ま
た
、「
母
」「
夫
人
」
の
例
は
除
く
。

（
（（
）	

「
異
母
」
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
前
田
本
・
北
野
本
第
四
種
で
異
母
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
仁
徳
紀
の
太
子
譲
位
の
例
に
集
中
し
て

い
る
。
兼
右
本
で
は
仁
徳
紀
の
例
や
皇
子
殺
害
の
例
が
多
い
。

	

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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요약

일본서기 고훈（古訓）「イロ」에 관하여

―형제・자매 용례를 중심으로―
김	문경

본고에서는 일본서기 고사본(이와사키 본 A, B, C점・마에다 본・즈

쇼료 본・기타노 본 제 1종～4종・도쇼 본・슌유 본・가네미기 본)을 

대상으로 일본서기 고훈（古訓）「イロ」가 형제 관계를 나타내는 경우 

어떠한 의미로 사용되며, 또한 사본에 따라서 어떠한 차이가 있는지에 

대해 검토했다. 고찰 방법으로는「イロ」가 사용되는 한자 표기를 사본 

별로 정리하고, 그 용례들이 동복 형제인가 이복 형제인가를 분류했다. 

그 결과 고훈「イロ」가 사용되는 한자 표기는 조사 대상 사본의 전사 

시기가 늦어질수록 다양해지며, 동복 형제뿐만이 아니라, 이복 형제의 

경우에도 사용됨을 확인했다. 이 것은 기타노 본 제 3종의 경우 권에 

따라서는 훈을 거의 하나하나 다 달고 있는 점, 그리고 가네미기 본 또

한 비슷한 양상을 띠는 점과 관련이 있는 것으로 생각된다. 다만 「イ
ロ」가 동복 형제를 나타내는 한자 표기 중에서도 「同母」라는 표기에

는 대부분 사용되는 점 등으로 유추해 「イロ」의 원래 뜻은 동복 관계

를 나타내는 걸로 보인다.

그리고, 각 용례들이 나타내는 신분을 각 사본 별로 정리해 고찰했

다.「イロ」가 표기된 용례의 약 70 퍼센트 정도는 황족의 예였는데, 

이는「イロ」는 동복 관계의 유무가 중요시되는 황족의 친족 관계를 나

타내는 것이 원래 목적이었기 때문으로 추측된다. 이 점은 마에다 본 

등에서 이복 관계임에도 불구하고「イロ」가 주로 표기되었던 예 들과 

관련해 생각해 보면,「イロ」가 그 본래의 동복 형제라는 의미가 엷어

져도 황족의 친족 관계를 나타내는 훈으로써 계속 사용되고, 점점 시대

가 흘러 그러한 의식이 불분명해져도 그 형식만은 사본상에서는 계속 

존재해 온 것으로 생각된다. 

キーワード：日本書紀古訓,　イロ,　兄弟関係,　同母,　皇族




